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令和元年度（2019年度） 消費生活モニターアンケート調査 

「消費者問題に関する意識調査」 
 

 

 

 

 道では現在、「第３次北海道消費生活基本計画」の策定に向けて検討を進めています。 

このたび、消費者問題に関する道内の消費者意識を把握し、今後の消費者行政施策を検討するための基礎

資料とするために、消費生活モニターを対象にアンケート調査を実施しました。 

 

 

 

 

（１）調査時期  

  令和元年（２０１９年）７月 

 

（２）調査方法 

調査票を郵送し回収するアンケート調査 

 

（３）調査対象 

消費生活モニター３００名（回答者数２５９名／回答率８６．３％） 

 

【性別】 

 男 女 合計 

回答数(人) 

[％] 

２３ 

[8．９] 

２３６ 

[９１．１] 

２５９ 

[１００] 

 

【年代】 

 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０歳以上 合計 

回答数(人) 

[％] 

５ 

[１．９] 

３１ 

[１２．０] 

５４ 

[２０．８] 

５８ 

[２２．４] 

６０ 

[２３．２] 

５１ 

[１９．７] 

２５９ 

[１００] 

 

【家族構成】 

 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 合計 

回答数(人) 

[％] 

２７ 

[１０．４] 

１１３ 

[４３．６] 

５７ 

[２２．０] 

３５ 

[１３．５] 

２２ 

[８．５] 

２ 

[０．８] 

３ 

[１．２] 

２５９ 

[１００] 

 

 

  

１ 調査の目的 

２ 調査の方法 
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0 50 100 150 200

そ の 他

多 重 債 務 問 題

環境配慮、ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ、適正価格取引

製 品 の 安 全 性

悪 質 商 法 の 手 口 や 対 策

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の通信に関するﾄﾗﾌﾞﾙ

食 品 の 表 示

生 活 設 計 ・ 家 計 管 理

食 品 の 安 全 性

(人)

最も関心がある 次に関心がある ３番目に関心がある

89.6%

76.8%

76.8%

32.4%

32.4%

25.9%

12.4%

18.1%

27.0%

13.9%

9.3%

20.8%

21.6%

45.9%

45.6%

46.3%

33.2%

28.6%

40.5%

39.0%

1.2%

1.2%

15.4%

17.8%

17.8%

35.9%

31.3%

24.3%

23.9%

4.2%

3.5%

8.9%

15.4%

14.3%

6.6%

13.9%

2.7%

6.2%

5.8%

価格

品質・機能

安全性

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

接客態度

評判・口コミ

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞ

特典の有無

環境・社会への影響

広告

意識する どちらかといえば意識する

どちらとも言えない どちらかといえば意識しない

意識しない

 

 

   

問１ 消費者問題への関心について 

あなたが関心のある消費者問題は次のうちどれですか。最も関心のあるものから順に３つ以内でご回答

ください。（回答者数：258名） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 ・現金を動かさない支払い（キャッシュレス決済）の安全性 

 ・地球環境問題（レジ袋等のリサイクルについて） 
 

 

問２ 商品の購入やサービスの利用に当たって意識することについて 

あなたが、商品を購入したりサービスを利用する際に、次のことについてどの程度意識しますか？ 

（回答者数：259人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 調査結果 



- 3 - 

 

そのように認識

し、普段から意識

して行動している

知っているが、普段か

ら具体的な行動はして

いるわけではない

なんとなく知っている

知らない（わからない）

そう思わない

そのような見解は

正しくないと思う

29.0％

51.0％

13.7％

5.1％

1.2％

2.3%

3.1%

6.2%

9.7%

22.0%

38.2%

51.0%

66.8%

74.9%

81.1%

86.1%

特に心がけていることはない

その他

寄付付きの商品を購入

ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ商品を購入

被災地の商品を購入

環境に配慮した商品を購入

表示や説明書をよく読む

地産地消を意識して購入

ｺﾞﾐを減らし、ﾘｻｲｸﾙを行う

節水・節電を意識・実践

食品ﾛｽを減らす

 

問３ 消費行動が経済･社会･環境に与える影響について 

事業者だけでなく､一人一人の消費者がどのような行動をとるかということも､経済､社会､環境に大きな影響

を与えることが指摘されています。このように「消費者の行動が社会や経済や環境に影響を及ぼす可能性があ

る」ことについて､あなたはどのように認識していますか。 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 消費行動を行うに当たり心がけていることについて 

（１）商品購入時に心がけていること 

 あなたは、商品の購入、消費、サービスの利用、廃棄等を行うに当たり、日頃からどのようなことを心がけ

ていますか。（複数回答可能。回答者数：259人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 ・国内産の物を購入する。 

 ・エコバッグを利用して、無駄なものを増やさないようにする。  
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経験

あり

32%
経験

なし

68%

消費者トラブル経験について

0 20 40

そ の 他

商 品 や ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ の 安 全 性

個人間取引に伴うﾄ ﾗ ﾌ ﾞ ﾙ

解 約 ・ 途 中 解 約

食 品 の 安 全 性 ・ 表 示

商 品 や ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ の 価 格

商品やｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽの販売方法

商 品 や ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ の 内 容

架 空 ・ 不 当 請 求

消費者トラブル内容の内訳

(人)

1.5%

4.2%

13.9%

19.7%

30.9%

33.6%

45.2%

47.5%

60.2%

その他

企業や商品・ｻｰﾋﾞｽの評価について、ｳｪﾌﾞｻｲﾄやSNSに情報を書き込む

特に心がけていることはない

消費者団体などの活動に積極的に参加する

消費者ﾄﾗﾌﾞﾙが起こった際の問い合わせ先を確認しておく

消費者問題の情報に関心を持ち、情報の入手に努める

商品やｻｰﾋﾞｽにﾄﾗﾌﾞﾙがあれば周りの人に注意を呼びかける

「良くない」と感じた商品やｻｰﾋﾞｽ、又はそれを提供した企業のことを周りに伝達する

「良い」と感じた商品やｻｰﾋﾞｽ、又はそれを提供した企業のことを周りに伝達する

 

（２）日頃消費者として心がけていること 

あなたは、消費者として日頃からどのようなことに心がけていますか。（複数回答可能。回答者数：259人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 ・商品に疑問があれば消費者協会に相談する。 

 ・購入前に情報収集をする。 

 

 

 

問５ 消費者トラブルについて 

（１）消費者トラブルの経験について 

あなたは直近１年間、次の消費者トラブルに遭ったことがありますか。（複数回答可能。回答者数：259人） 
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知っていた

28%

知らな

かった

72%

「消費者ホットライン１８８」について

対応又は行動

をとった

78%

特に何もし

なかった

22%

消費者トラブルへの対応について

0 10 20 30

その他

民営委員などの地域の人に相談

福祉関係者に相談

弁護士などの専門家に相談

警察に相談

友人・知人に相談

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどで自分で調べた

消費生活ｾﾝﾀｰに相談

家族に相談

商品、ｻｰﾋﾞｽの提供元のﾒｰｶｰに連絡

商品、ｻｰﾋﾞｽの購入先に連絡

消費者トラブル対応方法の内訳

(人)

 

（２）消費生活センター･消費生活相談窓口について 

北海道や道内のすべての市町村では上記のような消費者トラブルに関する相談を受ける窓口として「消費生

活センター」又は「消費生活相談窓口」を設けていますが､あなたはこの相談窓口を知っていましたか。 

また、相談窓口につながる全国共通の短縮電話番号「１８８」が設定されていますが、あなたは、この電話

番号を知っていましたか。（回答者数：258人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）消費者トラブルへの対応について 

問５（１）で「ある」と回答した方は、そのような消費者トラブルにあった際に、どのような対応･行動をと

りましたか。（複数回答可能。回答者数：８３名） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 ・契約の急がない理由を説明した。 

・強く断った。 

  

相談を受ける窓口であ

ることを知っていた

84%

名前だけ

知っていた

10%

名前も、何をするとこ

ろかも知らなかった

6%

消費生活センター

消費生活相談窓口について
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0 1 2 3 4 5 6 7

その他

どうしたらよいのかわからなかったから

気まずい思いやもめ事になるのが嫌だったから

当時被害に遭ったことを気づけなかったから

自分で解決しようとしたが何もできなかったから

忙しくて時間がなかったから

自分にも責任があると思ったから

相談するのが恥ずかしいと思ったから

相談するのが面倒だから

相談しても解決しないと思ったから

大した被害ではないと思ったから

(人)

1.6%

38.3%

39.8%

43.0%

50.4%

59.0%

61.3%

75.8%

84.4%

その他

学校での消費者教育を強化

法や条例の改正による事業者に対する規制強化

地域関係機関等がﾈｯﾄﾜｰｸを作り情報共有・見守り強化

事業者が表示や広告についてﾙｰﾙを守る

事業者が品質や契約内容をわかりやすく説明・表示

行政機関や警察が厳しく取り締まる

自治体が消費者トラブル情報を住民に提供

消費者自身が知識を身につける

0 5

民営委員などの地域の人に相談

福祉関係者に相談

弁護士などの専門家に相談

その他

警察に相談

友人・知人に相談

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどで自分で調べた

消費生活ｾﾝﾀｰに相談

家族に相談

商品、ｻｰﾋﾞｽの提供元のﾒｰｶｰに連絡

商品、ｻｰﾋﾞｽの購入先に連絡

若年層

(人) 0 20

民営委員などの地域の人に相談

福祉関係者に相談

弁護士などの専門家に相談

その他

警察に相談

友人・知人に相談

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなどで自分で調べた

消費生活ｾﾝﾀｰに相談

家族に相談

商品、ｻｰﾋﾞｽの提供元のﾒｰｶｰに連絡

商品、ｻｰﾋﾞｽの購入先に連絡

それ以外の層

(人)

 

（参考）若年層（20代～30代）及びそれ以外層（40代～70代以上）の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）消費者トラブルに対応しなかった理由について 

（３）で「特に何もしなかった」に○を記入された方は、トラブルに遭ったのに何もしなかった理由は何

ですか。（複数回答可能。回答者数：18人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

 ・対処法 ＝「なにもしないこと」と知っていたから。 

 

 

（５）消費者トラブルに遭わないために必要なことについて 

消費者がトラブルに遭わないようになるためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

（複数回答可能。回答者数：256人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

（その他） 

 ・クーリングオフなどの消費者を守る制度の認知を高める。 

・町内会などで年1回でもいいから説明会やトラブルに関する劇などを見せて勉強会をする。 
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0.8%

6.3%

4.7%

11.0%

14.1%

19.2%

25.5%

27.8%

32.5%

45.1%

58.0%

78.8%

91.0%

なし

その他

ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(従来の携帯電話)

市販の雑誌

車内広告

ﾀｳﾝ誌、ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ

SNS(Line、ﾂｲｯﾀｰなど)

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(ﾊﾟｿｺﾝ)

ﾗｼﾞｵ

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ)

新聞

ﾃﾚﾋﾞ

0 5 10 15 20 25 30 35

なし

ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ

その他

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(従来の携帯電話)

市販の雑誌

車内広告

ﾀｳﾝ誌、ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ

SNS(Line、ﾂｲｯﾀｰなど)

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(ﾊﾟｿｺﾝ)

ﾗｼﾞｵ

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ)

新聞

ﾃﾚﾋﾞ

若年層

(人)

0 50 100 150 200 250

なし

ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ

その他

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(従来の携帯電話)

市販の雑誌

車内広告

ﾀｳﾝ誌、ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ

SNS(Line、ﾂｲｯﾀｰなど)

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(ﾊﾟｿｺﾝ)

ﾗｼﾞｵ

ｳｪﾌﾞｻｲﾄ(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ)

新聞

ﾃﾚﾋﾞ

それ以外の層

(人)

 

（６）消費者トラブルに関する注意喚起の情報を入手しやすいと思うメディアについて 

消費者被害や消費者トラブルに関する注意喚起の情報を入手しやすいと思うメディアはどれですか。 

（複数回答可能。回答者数：255人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他） 

・市町村内の回覧板や広報誌 

 ・町内会など団体・病院・駅・福祉施設などに掲示 

 

（参考）若年層（20代～30代）及びそれ以外層（40代～70代以上）の比較 
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45.7%

1.6%

9.3%

12.1%

4.0%

10.1%

27.1%

25.9%

7.7%

15.0%

1.2%

23.9%

28.7%

29.1%

36.4%

38.5%

42.5%

45.7%

51.8%

受けたことがない

その他

職場での講習会等

企業・事業者が主催する講習会等

大学・専門学校の講義

小学校・中学校・高等学校での授業

消費者団体・生協が主催する講習会等

消費生活ｾﾝﾀｰが主催するｾﾐﾅｰなど

小学校・中学校・高等学校での課外授業など

地域の公民館などの各種会合での講習会

消費者教育を行う場として重要 講義等を受けた経験あり

5.1%

12.2%

6.3%

8.6%

8.2%

11.0%

13.3%

22.0%

36.9%

9.0%

8.2%

14.9%

15.7%

17.6%

27.5%

29.0%

36.9%

16.9%

85.9%

79.6%

78.8%

75.7%

74.1%

61.6%

57.6%

41.2%

46.3%

ADR

SDGｓ

消費者指向経営

エシカル消費

適格消費者団体

消費者団体訴訟制度

消費者市民社会

消費者被害防止ﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ

言葉も内容知っている 言葉のみ知っている 知らない

 

問６ 消費者教育について 

（１）消費者教育を受けた経験・消費者教育を行う場として重要なもの 

 ① あなたは、消費者教育（消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及び啓発活動。学校の中

の授業などで行われたり、行政機関、事業者、消費者団体などが実施する各種講座、出前講座、体験活動など様々

なものがあります。）を受けたことがありますか。受けたことがあった場合はどのような消費者教育を受けました

か。（複数回答可能。） 

 ② また、あなたは、消費者教育を行う場としてはどのような場が重要であると考えますか。（複数回答可能。） 

 （回答者数：247人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 消費者問題に関する認識について 

あなたは、次に掲げる用語について知っていますか。（回答者数：255人） 
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0.8%

21.9%

30.3%

33.9%

36.7%

39.4%

41.0%

41.0%

41.0%

44.2%

45.8%

48.2%

52.2%

77.7%

その他

多重債務対策（貸金業者への指導、多重債務者への相談）

消費者団体の活動への支援

関係機関等の連携強化・ﾈｯﾄﾜｰｸ形成による被害防止

消費者啓発、地域の消費者教育の推進

商品テスト

学校での消費者教育の推進

道の消費生活相談処理の充実・強化

取引の適正化（特定商取引法等の厳正な執行等）

表示の適正化（景品表示法、食品表示法等の厳正な運用）

危害の防止、製品安全、消費者事故等の情報提供

市町村の消費生活相談への支援

価格安定対策、物価動向の監視

食の安全・安心の確保

 

（参考）用語解説 

ﾌｪｱﾄﾚｰﾄ  ゙ 公正な貿易。開発途上国の原料や製品を適正な価格で購入することにより、弱い

立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を支援する「貿易の仕

組み」。 

消費者被害防止ﾈｯﾄﾜｰｸ 消費者被害の未然防止･拡大防止のために、関係機関が協力し合い、情報共有し

て地域全体で高齢者等を見守り、迅速に対応することで住民を守る仕組・体制。 

消費者市民社会 消費者が、個々の消費者の特性及び多様性を相互に尊重しつつ、自ら消費生活に

関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に

影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に

積極的に参画する社会。 

消費者団体訴訟制度 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等

をすることができる制度。 

適格消費者団体 不特定多数の消費者の利益を擁護するために差し止め請求権を行使するために必

要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣から認定を受けた法人。 

エシカル消費 環境や被災地の復興、開発途上国の労働者の生活改善等の社会的課題に配慮した

商品・サービスを選択して消費することなど、人や社会・環境に配慮した消費行

動。 

消費者指向経営 事業者が、消費者全体の視点に立ち、消費者の権利の確保及び利益の向上を図る

ことを経営の中心と位置づけ、その上で、健全な市場の担い手として、消費者の

安全や取引の公正性の確保、消費者に必要な情報の提供等を通じ、消費者の信頼

を獲得し、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、自らの社会的責任を自覚し

て消費活動を行う経営。 

SDGｓ 2015年9月の国連サミットにて、全会一致で採択。「誰一人取り残さない」持

続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030年でを期限とする17

の国際目標。 
ＡＤＲ 裁判外紛争解決手続（Alternative Dispute Resolution）の略称。訴訟手続き

によらない迅速勝つ簡便な紛争解決方法のこと。 

 

 

問８ 道の消費者行政の取組について 

消費者問題に対する取組として、北海道に力を入れてほしいことは何ですか。 

（複数回答可能。回答者数：251人） 
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問９ 道の消費者行政へのご意見（一部抜粋） 

道の消費生活基本計画及び消費者行政全般に対してご意見がありましたら記載してください。 

 

主な内容 意見内容 

消費者情報、消費者問

題の周知方法、啓発な

どについて 

「勉強」的なイメージを脱し、漫画で説明したり、TVのミニコーナーで注

意を喚起したりしてはどうか。商品テストの結果もスーパーや駅に配布した

り、身近に見られるといいなと思う。 

生活をしている上でサービスを受けとるにあたり、その価格が適正な金額な

のかわからないことがある。売る側としては、都合の悪いことは小さな字に

したり、簡単な説明で終わらせたりするので、積極的に消費者が目にする機

会を増やしてほしい。ネットの環境の無い年配の方は多いと思うし、地域の

つながりを使って注意啓発活動もあると助かる。 

高齢者について 高齢の方々にとって、近くのスーパーの存在はかけがえのないものです。冬

にも歩いて行ける大切さは、健康維持の側面からも考えられます。安さ、大

型店だけが残れば、そんな大切な店舗がつぶれてしまいます。この部分の支

援にも、もっと目を向けて頂きたいと考えます。 

私は７０歳の夫と２人暮らしです。特殊詐欺の多様については他人事ではあ

りません。今もテレビでカニ・お悔やみ詐欺のニュースが流れています。高

齢者が被害に遭わないための取り組みを重点的に推進してほしいです。 

事業者への指導、取り

締まり、法律改正につ

いて 

調査員の意識の度合いが高くても消費者に提供する側の問題解決の指導が

第一と考えます。 

電話よる執拗な勧誘を厳しく取り締まってほしい。 

消費者協会について パソコンの購入の際にトラブルに遭ったが、消費者協会に相談したところ問

題が解決した。消費者協会は消費者にとって絶対必要だと思うので、あらゆ

る面での強化を望みます。 

消費者の意識 行政として道が消費全般において業務を強化していただきたいのは当然の

ことですが、私個人の意見として行政に求める前に、私達消費者はここの意

識を高め、それぞれが賢く生きるということが大切だと考えています。消費

者の意識を高めるにはどうしたらよいか？そのとき行政の手助けにより意

識の方向性を道しるべとして力を発揮していただきたいと思います。 

その他 消費者や環境のために良い取り組みをしている企業や団体の情報をもっと

共有できると良い。 

町村の消費者相談窓口対応が充実しているとは思えません。自治体間の格差

をなくして欲しい。広域連携など、どこに住んでいても相談できる体制を整

えて欲しい。 

 


